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１ 9月は「職場の健康診断実施強化月間」です！
（１）健康診断及び事後措置の実施の徹底を

健康診断の実施、有所見者に対する医師からの
意見聴取、医師の意見を勘案した必要な事後措置
の実施は、全て労働安全衛生法に基づく事業者の
義務です。
特に小規模事業場での実施率が低くなっていま

す。事業場の規模にかかわらず、労働者の健康管
理を適切に講ずるため、事後措置の実施まで徹底
してください。

（２）コラボヘルスの取組の推進にご協力ください

医療保険者（健康保険組合や全国健康保険組合等）から健康診断の結果を求められた際

に医療保険者に提供するようご協力ください。

＜地域産業保健センターのご案内＞

地域産業保健センターでは、労働者数50人未満の小規模事業場への支援として、産業医・保健師

を配置し、健診結果についての医師からの意見聴取、長時間労働者・高ストレス者に対する面接指

導、産業医等の事業場訪問による保健指導、労働者の健康に係る各種相談などの対応をしています。

ぜひご活用ください。提供するサービスは無料です。

2 歯科健診の結果報告がすべての事業場に義務化されています
有害な業務※に常時従事する労働者に対し、事業者は歯科健康診断の実施を義務づけら

れています。（労働安全衛生規則第48条）
※有害な業務とは、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯またはそ
の支持組織に有害な物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務

労働安全衛生規則が改正され、令和４年10月１日からは、常時使用する労働者の数に
かかわらず、すべての事業場に報告が義務付けられます。

有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書 →

３ ストレスチェックの実施等の取り組みをお願いします
～本制度の目的～
・一次予防を主な目的とする（労働者のメンタルヘルス不調の未然防止）
・労働者自身のストレスへの気づきを促す
・ストレスの原因となる職場環境の改善につなげる
常時使用する労働者に対して、医師、保健師等によるストレスチェックを実施すること

が事業者の義務となります。（労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務です。
年間安全衛生計画に組み込むなどして積極的な実施を推奨します）
特に、労働者数５０人未満の事業場においても、ストレスチェックを含むメンタルヘル

ス対策の取組を行うことは重要です。
まずは、産業医等の助言、指導等を得ながら事業場のメンタルヘルスケアの推進の実務

を担当する者であるメンタルヘルス推進担当者を選任しましょう。

詳しくはこちらに↓

詳しくはこちらに→

詳しくはこちらに↓
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４ 騒音障害防止のためのガイドラインを改訂しました

大きい音にさらされ続けると、耳の機能が損なわれて難聴になることがあります。大切
な耳を守るため、職場における騒音対策に取り組みましょう。
～ガイドライン改訂の主なポイント～

◼騒音障害防止対策の管理者の選任を追加
管理者を選任して、組織的にガイドラインに基づく対策を実施しましょう。

◼騒音レベルの新しい測定方法（個人ばく露測定と推計）の追加
◼聴覚保護具の選定基準の明示

JIS T8161-1に基づき測定された遮音値を目安とし、必要かつ十分な遮音値のものを
選定するよう追加しました。

◼騒音健康診断の検査項目の見直し
定期健康診断（騒音）における4,000ヘルツの聴力検査の音圧を、40dBから25dBお

よび30dBに変更しました。雇入れ時または配置替え時や、定期健康診断（騒音）の二次
検査での聴力検査に、6,000ヘルツの検査を追加しました。

改訂ガイドラインの全文や解説など、改訂内容に関する資料はこちらに →

６ 職場における労働衛生基準が改正されています
～労働衛生基準の改正・見直しの主な項目とポイント～

令和３年12月１日に「事務所衛生基準規則及び

労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が公布され、
職場における一般的な労働衛生基準が見直されました。

７ 「マルチジョブ健康管理ツール」アプリについて
厚生労働省が開発したアプリで、労働者が自ら

本業及び副業・兼業の労働時間や健康状態を
管理できるアプリです。ぜひご活用ください。
「マルチジョブ健康管理ツール」アプリ →

５ 第 10 次粉じん障害防止総合対策について
～９月は粉じん障害防止総合対策推進強化月間です～

実施期間：令和５年度から令和９年度まで（５年間）
～重点事項～
① 呼吸用保護具の適正な選択及び使用の徹底（保護具着用管理責任者の選任等）

② ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策
（ずい道建設工事における粉じん対策に関するガイドラインに基づく対策等）

③ じん肺健康診断の着実な実施（じん肺健康管理実施状況報告の提出等）
④ 離職後の健康管理の推進（離職する有所見者に対して「離職するじん肺
有所見者のためのガイドブック」を配布する等。
離職後に労働局に申請することで、健康管理手帳が交付されて毎年１回、

無償でじん肺健康診断を受けることができます。
⑤ その他地域の実情に即した事項（アーク溶接作業等）

福井労働局 敦賀労働基準監督署

ガイドラインの対象事業場はこちらに→

詳しくはこちらに→

（Google Play） （Apple Store）

②について詳しくはこちらに→

④について詳しくはこちらに→


